
第
二
号
議
案

大
分
県
立
高
等
学
校
学
則
等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

大
分
県
立
高
等
学
校
学
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
十
一
日
提
出

大
分
県
教
育
委
員
会
教
育
長

岡

本

天

津

男

大
分
県
立
高
等
学
校
学
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
大
分
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

大
分
県
立
高
等
学
校
学
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
中
「
教
科
・
科
目
の
一
部
」
を
「
一
部
の
科
目
又
は
総
合
的
な
探
究
の
時
間
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
科
目
」
の
下
に
「
又
は
総
合
的
な
探
究
の
時
間
」
を
加
え

る
。第

十
六
条
中
「
ま
で
に
」
の
下
に
「
、
入
学
料
を
納
付
し
、
か
つ
」
を
加
え
、
「
謄
本
に
入
学
料
を
添

え
て
、
」
を
「
謄
本
を
」
に
改
め
る
。

別
表
中

「

普

通

科

園
芸
ビ
ジ
ネ

大
分
県
立
国

本

校

国

東

市

全
日
制

ス
科

東
高
等
学
校

環
境
土
木
科

を

電
子
工
業
科

双
国
校

国

東

市

全
日
制

総
合
ビ
ジ
ネ

ス
科

「

」

普

通

科

大
分
県
立
国

園
芸
ビ
ジ
ネ
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東
高
等
学
校

本

校

国

東

市

全
日
制

ス
科

に
改
め
る
。

環
境
土
木
科

電
子
工
業
科

」

（
大
分
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

大
分
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
科
目
」
の
下
に
「
又
は
総
合
的
な
探
究
の
時
間
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
（
令
和
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
高
等
部
に
入
学
し
た
生
徒
（
学

校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
第
九
十
一
条
（
同
規
則
第
百
三
十
五
条
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
同
日
後
に
入
学
し
た
生
徒
で
同
日
以
前
に
入

学
し
た
生
徒
に
係
る
教
育
課
程
に
よ
り
履
修
す
る
も
の
を
含
む
。
）
に
係
る
単
位
の
認
定
に
つ
い
て
の
こ

の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
大
分
県
立
高
等
学
校
学
則
第
十
二
条
並
び
に
第
十
三
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二

項
並
び
に
大
分
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
第
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
総
合
的
な
探
究
の
時
間
」
と
あ
る
の
は
、
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
と
す

る
。

提
案
理
由

学
校
教
育
法
施
行
規
則
等
の
一
部
改
正
、
県
立
国
東
高
等
学
校
双
国
校
の
廃
止
及
び
県
立
高
校
の
入
学

料
に
係
る
オ
ン
ラ
イ
ン
決
済
の
導
入
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
提
案
す
る
。
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○
大
分
県
立
高
等
学
校
学
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
新
旧
対
照
表

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
一
条
～
第
十
一
条
の
二

（
略
）

第
一
条
～
第
十
一
条
の
二

（
略
）

（
定
時
制
の
課
程
又
は
他
の
通
信
制
の
課
程
と
の
併
修
）

（
定
時
制
の
課
程
又
は
他
の
通
信
制
の
課
程
と
の
併
修
）

第
十
二
条

通
信
制
の
課
程
及
び
定
時
制
の
課
程
に
在
籍
す
る
生
徒
は
、
高
等
学
校
通

第
十
二
条

通
信
制
の
課
程
及
び
定
時
制
の
課
程
に
在
籍
す
る
生
徒
は
、
高
等
学
校
通

信
教
育
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
文
部
省
令
第
三
十
二
号
）
第
十
二
条
に
基
づ
き
、
校

信
教
育
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
文
部
省
令
第
三
十
二
号
）
第
十
二
条
に
基
づ
き
、
校

長
の
許
可
を
得
て
、
一
部
の
科
目
又
は
総
合
的
な
探
究
の
時
間
に
つ
い
て
併
修
す
る

長
の
許
可
を
得
て
、
教
科
・
科
目
の
一
部

に
つ
い
て
併
修
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
が
で
き
る
。

第
十
三
条

（
略
）

第
十
三
条

（
略
）

（
他
の
学
校
に
お
け
る
学
習
成
果
の
単
位
認
定
）

（
他
の
学
校
に
お
け
る
学
習
成
果
の
単
位
認
定
）

第
十
三
条
の
二

校
長
は
、
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
、
生
徒
が
当
該
校
長
の
定

第
十
三
条
の
二

校
長
は
、
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
、
生
徒
が
当
該
校
長
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
他
の
学
校
に
お
い
て
一
部
の
科
目
又
は
総
合
的
な
探
究
の
時
間

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
他
の
学
校
に
お
い
て
一
部
の
科
目

の
単
位
を
修
得
し
た
と
き
は
、
当
該
修
得
し
た
単
位
数
を
当
該
生
徒
の
在
学
す
る
学

の
単
位
を
修
得
し
た
と
き
は
、
当
該
修
得
し
た
単
位
数
を
当
該
生
徒
の
在
学
す
る
学

校
が
定
め
た
全
課
程
の
修
了
を
認
め
る
に
必
要
な
単
位
数
の
う
ち
に
加
え
る
こ
と
が

校
が
定
め
た
全
課
程
の
修
了
を
認
め
る
に
必
要
な
単
位
数
の
う
ち
に
加
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
生
徒
が
他
の
学
校
に
お
い
て
一
部
の
科
目
又
は
総
合
的
な

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
生
徒
が
他
の
学
校
に
お
い
て
一
部
の
科
目

探
究
の
時
間
の
単
位
を
修
得
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
他
の
学
校
の
校
長
は
、

の
単
位
を
修
得
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
他
の
学
校
の
校
長
は
、

当
該
生
徒
に
つ
い
て
一
部
の
科
目
又
は
総
合
的
な
探
究
の
時
間
の
履
修
を
許
可
す
る

当
該
生
徒
に
つ
い
て
一
部
の
科
目

の
履
修
を
許
可
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
が
で
き
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

第
十
三
条
の
三
～
第
十
五
条

（
略
）

第
十
三
条
の
三
～
第
十
五
条

（
略
）
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（
入
学
の
手
続
）

（
入
学
の
手
続
）

第
十
六
条

入
学
を
許
可
さ
れ
た
者
の
保
護
者
は
、
所
定
の
期
日
ま
で
に
、
入
学
料
を

第
十
六
条

入
学
を
許
可
さ
れ
た
者
の
保
護
者
は
、
所
定
の
期
日
ま
で
に

納
付
し
、
か
つ
、
誓
約
書
（
第
七
号
様
式
）
及
び
住
民
票
の
謄
本
を

、
誓
約
書
（
第
七
号
様
式
）
及
び
住
民
票
の
謄
本
に
入
学
料
を
添
え

校
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

て
、
校
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
七
条
～
第
三
十
三
条

（
略
）

第
十
七
条
～
第
三
十
三
条

（
略
）

別
表
（
第
二
条
関
係
）

別
表
（
第
二
条
関
係
）

名
称

位
置

科

課
程

学
科

名
称

位
置

科

課
程

学
科

大
分
県
立
高

本

校

豊
後
高
田
市

全
日
制

普

通

科

大
分
県
立
高

本

校

豊
後
高
田
市

全
日
制

普

通

科

田
高
等
学
校

田
高
等
学
校

普

通

科

普

通

科

園
芸
ビ
ジ
ネ

園
芸
ビ
ジ
ネ

大
分
県
立
国

本

校

国

東

市

全
日
制

ス
科

大
分
県
立
国

本

校

国

東

市

全
日
制

ス
科

東
高
等
学
校

環
境
土
木
科

東
高
等
学
校

環
境
土
木
科

電
子
工
業
科

電
子
工
業
科

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

双
国
校

国

東

市

全
日
制

総
合
ビ
ジ
ネ

ス
科

（
略
）

（
略
）
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○
大
分
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
新
旧
対
照
表

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
一
条
～
第
十
条

（
略
）

第
一
条
～
第
十
条

（
略
）

（
他
の
学
校
の
高
等
部
又
は
県
立
高
等
学
校
に
お
け
る
学
習
成
果
の
単
位
認
定
）

（
他
の
学
校
の
高
等
部
又
は
県
立
高
等
学
校
に
お
け
る
学
習
成
果
の
単
位
認
定
）

第
十
条
の
二

校
長
は
、
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
、
高
等
部
の
生
徒
が
当
該
校

第
十
条
の
二

校
長
は
、
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
、
高
等
部
の
生
徒
が
当
該
校

長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
他
の
学
校
の
高
等
部
又
は
県
立
高
等
学
校
に
お
い
て
一

長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
他
の
学
校
の
高
等
部
又
は
県
立
高
等
学
校
に
お
い
て
一

部
の
科
目
又
は
総
合
的
な
探
究
の
時
間
の
単
位
を
修
得
し
た
と
き
は
、
当
該
修
得
し

部
の
科
目

の
単
位
を
修
得
し
た
と
き
は
、
当
該
修
得
し

た
単
位
数
を
当
該
生
徒
の
在
学
す
る
学
校
が
定
め
た
全
課
程
の
修
了
を
認
め
る
に
必

た
単
位
数
を
当
該
生
徒
の
在
学
す
る
学
校
が
定
め
た
全
課
程
の
修
了
を
認
め
る
に
必

要
な
単
位
数
の
う
ち
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

要
な
単
位
数
の
う
ち
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
等
部
の
生
徒
が
他
の
学
校
の
高
等
部
又
は
県
立
高
等
学

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
等
部
の
生
徒
が
他
の
学
校
の
高
等
部
又
は
県
立
高
等
学

校
に
お
い
て
一
部
の
科
目
又
は
総
合
的
な
探
究
の
時
間
の
単
位
を
修
得
す
る
場
合
に

校
に
お
い
て
一
部
の
科
目

の
単
位
を
修
得
す
る
場
合
に

お
い
て
は
、
当
該
他
の
学
校
又
は
県
立
高
等
学
校
の
校
長
は
、
当
該
生
徒
に
つ
い
て

お
い
て
は
、
当
該
他
の
学
校
又
は
県
立
高
等
学
校
の
校
長
は
、
当
該
生
徒
に
つ
い
て

一
部
の
科
目
又
は
総
合
的
な
探
究
の
時
間
の
履
修
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
部
の
科
目

の
履
修
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
条
の
三
～
第
二
十
九
条

（
略
）

第
十
条
の
三
～
第
二
十
九
条

（
略
）
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大分県立高等学校学則等の一部改正について 

高校教育課 

  

１ 改正する学則 

大分県立高等学校学則（以下「高校学則」という。）及び大分県立特別支援学

校学則（以下「特支学則」という。） 

 

２ 改正理由 

  学校間連携及び定通併修の対象拡大関係 

多様な学習ニーズへの対応を図るため、学校教育法施行規則等の一部を改正

する省令により、学校間連携（※１）及び定通併修（※２）による単位認定の

対象が、科目の単位のみならず、「総合的な探究の時間」の単位も含まれるこ

ととなったことに伴い、所要の規定の整備を行うもの。 

 

（※１）生徒が他の高等学校において一部の科目の単位を修得した場合、その単位

数を自校の卒業に必要な単位数に含めることができる制度 

（施行規則第 97 条） 

 

（※２）①通信制の課程の生徒が、自校の定時制の課程又は他校の定時制若しくは

通信制の課程において一部の科目の単位を修得した場合、②定時制の課程の

生徒が、自校の通信制又は他校の通信制の課程において一部の科目の単位を

修得した場合、その単位数を自校の卒業に必要な単位数に含めることができ

る制度                    （通信教育規程第 12 条） 

 

  国東高校双国校廃止関係 

大分県立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例（令和３年大分県条

例第 37 号）により、大分県立国東高等学校双国校が廃止されることに伴い、

規定の整備を行うもの 

 

  入学料オンライン決済導入関係 

大分県電子申請システムによる県立高校の入学料に係るオンライン決済（ク

レジットカード決済）の導入に伴い、規定の整備を行うもの 

※ 令和４年度の新入生について、大分工業高校において試行 

  

３ 改正内容 

   学校間連携及び定通併修による単位認定の対象に「総合的な探究の時間」を

加える。〔高校学則第 12 条及び第 13 条の２並びに特支学則第 10 条の２関係〕 

 

   「大分県立国東高等学校双国校」に係る部分を削る。〔高校学則別表関係〕 

 

   入学料の納付に係る部分について、次のとおり改正する。〔高校学則第 16 条〕 

 

現 行  改正案 

、入学料を納付し、かつ、誓約書

（第七号様式）及び住民票の謄本

に入学料を添えて、校長に提出し

なければならない。 

、入学料を納付し、かつ、誓約書

（第七号様式）及び住民票の謄本

を入学料を添えて、校長に提出し

なければならない。 

 

４ 施行期日 

  令和４年４月１日  
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